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規

則

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
十
四
号

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
口
県
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
七
号
中
「
、
条
例
附
則
第
九
条
第
一
項
」
を
削
り
、
同
条
第
八
号
中
「
、
条
例
附
則

第
九
条
第
二
項
」
を
削
り
、
同
条
第
十
号
中
「
、
条
例
附
則
第
九
条
第
四
項
」
を
削
る
。

第
二
十
六
条
中
「
附
則
第
十
一
条
の
四
第
一
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条

の
四
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
中
「
附
則
第
十
一
条
の
四
第
二
項
、
第
五
項
又
は
第
七
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
の
四

第
三
項
又
は
第
五
項
」
に
改
め
、
「
、
条
例
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
（
そ
の
一
）
の
⟹裏
、
同
様
式
（
そ
の
二
）
の
⟹裏
、
同
様
式
（
そ
の
三
）
の
⟹裏
、
同

様
式
（
そ
の
四
）
の
⟹裏
、
同
様
式
（
そ
の
五
）
の
⟹裏
及
び
同
様
式
（
そ
の
六
）
の
⟹裏
中
「、

収
納
代
理

金
融
機
関
若
し
く
は

」
を
「若

し
く
は
収
納
代
理
金
融
機
関
、
地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
対
応
金
融
機

関
、

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
九
）
の
⟹裏
中
「収

納
代
理
金
融
機
関

」
を
「収

納
代
理
金
融
機
関
、

地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
対
応
金
融
機
関

」
に
改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
（
そ
の
一
）
の
⟹裏
、
同
様
式
（
そ
の
二
）
の
⟹裏
、
同
様
式
（
そ
の
三
）
の
⟹裏
、
同

様
式
（
そ
の
四
）
の
⟹裏
、
同
様
式
（
そ
の
五
）
の
⟹裏
、
別
記
第
九
号
様
式
及
び
別
記
第
十
号
様
式
中

「、
収
納
代
理
金
融
機
関
若
し
く
は

」
を
「若

し
く
は
収
納
代
理
金
融
機
関
、
地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
対
応
金
融
機
関
、

」
に
改
め
る
。

「

別
記
第
二
十
一
号
様
式
中

県
の
指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融
機
関
又
は

収
納
代
理
金
融
機
関
県
税
事
務
所

を
」

「県
の
指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融
機
関
若
し

く
は
収
納
代
理
金
融
機
関
、
地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
対
応
金
融
機
関
、
収
納
の
事
務
を
委
託
し

た
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
又
は
県
税
事
務
所

に
改
め
る
。

」

別
記
第
五
十
三
号
様
式
か
ら
別
記
第
五
十
三
号
様
式
の
三
ま
で
及
び
別
記
第
五
十
四
号
様
式
中
「、

収
納
代
理
金
融
機
関
若
し
く
は

」
を
「若

し
く
は
収
納
代
理
金
融
機
関
、
地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
対

応
金
融
機
関
、

」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
十
五
号
様
式
（
そ
の
三
）
を
削
り
、
同
様
式
（
そ
の
四
）
を
同
様
式
（
そ
の
三
）
と
し
、

同
様
式
（
そ
の
五
）
を
同
様
式
（
そ
の
四
）
と
し
、
同
様
式
（
そ
の
六
）
を
同
様
式
（
そ
の
五
）
と
す

る
。別

記
第
六
十
六
号
様
式
（
そ
の
四
）
を
削
り
、
同
様
式
（
そ
の
五
）
を
同
様
式
（
そ
の
四
）
と
し
、

同
様
式
（
そ
の
六
）
を
同
様
式
（
そ
の
五
）
と
す
る
。

別
記
第
六
十
七
号
様
式
（
そ
の
三
）
を
削
り
、
同
様
式
（
そ
の
四
）
を
同
様
式
（
そ
の
三
）
と
し
、

同
様
式
（
そ
の
五
）
を
同
様
式
（
そ
の
四
）
と
す
る
。

別
記
第
七
十
一
号
様
式
、
別
記
第
七
十
八
号
様
式
、
別
記
第
百
四
号
様
式
及
び
別
記
第
百
十
九
号
様

式
中
「、

収
納
代
理
金
融
機
関
若
し
く
は

」
を
「若

し
く
は
収
納
代
理
金
融
機
関
、
地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
対
応
金
融
機
関
、

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

⚒

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
改
正
前
の
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る

納
税
通
知
書
等
を
印
刷
し
た
用
紙
で
残
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
残
存
分
に
限
り
、
こ
れ
に

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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山
口
県
産
業
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税
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例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
十
五
号

山
口
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
山
口
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
号
中
「
第
七
百
三
十
三
条
の
十
八
第
七
項
」
を
「
第
七
百
三
十
三
条
の
十
八
第
八
項
」

に
改
め
る
。

「

別
記
第
十
四
号
様
式
中

県
の
指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融
機
関
又
は

収
納
代
理
金
融
機
関
県
税
事
務
所

を
」

「県
の
指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融
機
関
若
し

く
は
収
納
代
理
金
融
機
関
、
地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
対
応
金
融
機
関
、
収
納
の
事
務
を
委
託
し

た
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
又
は
県
税
事
務
所

に
改
め
る
。

」

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和

六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

⚒

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
改
正
前
の
山
口
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ

る
産
業
廃
棄
物
税
更
正
通
知
書
等
を
印
刷
し
た
用
紙
で
残
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
残
存
分

に
限
り
、
こ
れ
に
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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